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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠体と、
　前記枠体の内側に配置される戸体と、
　前記枠体側に取り付けられる枠体側羽根板及び前記枠体側羽根板に回転可能に連結され
るとともに前記戸体に取り付けられる戸体側羽根板を有する蝶番と、
を備え、
　前記蝶番は、
　前記枠体側羽根板に設けられる枠体側軸体と、
　前記戸体側羽根板に設けられ、前記枠体側軸体に回転可能に連結される戸体側軸体と、
を有し、
　前記戸体が閉鎖位置にある状態の平面視で、前記戸体側羽根板は、前記枠体側羽根板に
対して間隔を開けて平行に配置され、見付方向で前記蝶番の回転中心よりも前記戸体側に
位置するとともに前記戸体側軸体の範囲内に位置し、
　前記戸体側軸体は、その一部が、平面視で閉鎖位置の前記戸体の表面よりも裏側に位置
し、
　前記枠体側羽根板は、前記蝶番の回転中心を通る見込み方向の仮想的直線に重なる位置
に形成されるとともに、前記枠体側羽根板の厚さの中心が、前記仮想的直線よりも前記枠
体側に位置する建具。
【請求項２】
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　前記戸体側羽根板は、前記戸体側軸体の外周面から延出し、
　前記戸体側軸体は、前記戸体の吊元側の面よりも前記枠体側に位置する請求項１に記載
の建具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蝶番を介して戸体を開閉可能に枠体に取り付ける建具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、蝶番を用いて枠体に戸体を開閉可能に取り付ける建具が知られている。この種の
蝶番を開示するものとして例えば、特許文献１がある。特許文献１には、軸支持部を有し
た複数の羽根板を備え、互いに端面を対向して並設した軸支持部の間にヒンジ軸を配設す
ることにより、ヒンジ軸を中心として複数の羽根板を相対的に回転可能に支持したヒンジ
装置に関して記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－２２４４８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、吊元側の枠体と戸体の間の隙間（チリ）が狭いと、隙間に物が入った状態で
戸体が閉じられたときに、戸体と枠体の間に物等が挟み込まれしまうことがある。例えば
、特許文献１の図４や図６では、平面視において戸体側の羽根板と枠体側の羽根板の一部
が重なっており、吊元側の枠体と戸体の間の隙間が小さくなっている。物の挟み込みを防
止する方法として、閉鎖位置における戸体を吊元側の枠体から離して吊元側の枠体と戸体
の間の隙間を大きくすることが考えられる。しかし、戸体を吊元側の枠体から離して配置
するだけでは、戸体が吊元側から離れれば戸体を開いたときの有効開口が小さくなる問題
が生じる。
【０００５】
　本発明は、蝶番を介して戸体を開閉可能に枠体に取り付ける建具において、十分な有効
開口を確保しつつ、吊元側の枠体と戸体の間に十分な隙間を大きくすることができる構造
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、枠体（例えば、後述の枠体３０）と、前記枠体の内側に配置される戸体（例
えば、後述の戸体１０）と、前記枠体側に取り付けられる枠体側羽根板（例えば、後述の
枠体側羽根板７１，３７１）及び前記枠体側羽根板に回転可能に連結されるとともに前記
戸体に取り付けられる戸体側羽根板（例えば、後述の戸体側羽根板７２，３７２）を有す
る蝶番（例えば、後述の蝶番７０）と、を備え、前記戸体が閉鎖位置にある状態の平面視
で、前記戸体側羽根板は、前記枠体側羽根板に対して間隔を開けて平行に配置され、見付
方向で前記蝶番の回転中心よりも前記戸体側に位置する建具（例えば、後述の建具１，２
０１）に関する。
【０００７】
　前記蝶番は、前記枠体側羽根板に設けられる枠体側軸体（例えば、後述の枠体側軸体８
１）と、前記戸体側羽根板に設けられ、前記枠体側軸体に回転可能に連結される戸体側軸
体（例えば、後述の戸体側軸体８２）と、を有し、前記戸体側羽根板は、前記戸体側軸体
の外周面から延出し、前記戸体側軸体は、前記戸体の吊元側の面よりも前記枠体側に位置
することが好ましい。
【０００８】
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　前記戸体側軸体は、その一部が、平面視で閉鎖位置の前記戸体の表面（例えば、後述の
表面１０ａ）よりも裏側に位置することが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の建具の構造によれば、蝶番を介して戸体を開閉可能に枠体に取り付ける建具に
おいて、十分な有効開口を確保しつつ、吊元側の枠体と戸体の間に十分な隙間を大きくす
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係る建具を屋外側から見た姿図である。
【図２】本実施形態の建具の縦断面図である。
【図３】本実施形態の建具の横断面図である。
【図４】本実施形態の蝶番及び戸体の取付プレートを示す図である。
【図５】本実施形態の枠体が備える縦枠、戸体及び蝶番の位置関係を示す拡大縦断面図で
ある。
【図６】第１変形例の建具を屋外側から見た姿図である。
【図７】第１変形例の建具の横断面図である。
【図８】第２変形例の枠体が備える縦枠、戸体及び蝶番の位置関係を示す拡大縦断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、建物に形成された躯体開口部の内部に設けられ、開閉可能な戸体（障子）１０を
備える建具１を本発明の一実施形態として説明する。本明細書において、「見付方向」と
は、建具１（戸体１０）の面方向に沿う方向であり、建具１（戸体１０）の高さ方向や幅
方向を含む概念とする。
【００１２】
　図１は、本実施形態に係る建具１を屋外側から見た姿図である。図１に示すように、建
具１は、建物側に固定される枠体３０と、枠体３０に対して開閉可能に取り付けられる戸
体１０と、を備える。
【００１３】
　枠体３０は、横枠としての上枠３１及び下枠３２と、縦枠としての吊元側の縦枠３３及
び戸先側の縦枠３４と、により矩形に枠組みされる。
【００１４】
　戸体１０は、吊元側の縦枠３３に固定される蝶番７０を介して枠体３０の内側に吊り込
まれる。戸体１０には、ハンドル９１やハンドル９１の上下にそれぞれ配置されるシリン
ダ錠９２等のドアの開閉に関わる部品等が配置される。
【００１５】
　図２は、本実施形態の建具１の縦断面図であり、図１のＡ－Ａ線断面図である。図２に
示すように、上枠３１の下面には、見付方向の下側に延出する上側取付部５１が形成され
る。上側取付部５１は、上枠３１の長手方向（左右方向）に延びる板状に形成されており
、屋外側の面に上側気密材４１を嵌合するための嵌合溝５１１が形成される。
【００１６】
　上側気密材４１は、上側取付部５１を介して上枠３１の下面（見込面）に固定される。
上側気密材４１は、戸体１０上部と上枠３１の隙間を埋めるように上枠３１の左右方向の
略全域に設けられる。
【００１７】
　下枠３２の屋内側には、左右方向にわたって上方に突出する突条部５２１が形成される
。突条部５２１の上面にはカバー部材５２３が取り付けられ、その屋外側の面には下側取
付部５２が形成される。下側取付部５２には、下側気密材４２を嵌合するための嵌合溝５
２２が形成される。
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【００１８】
　下側気密材４２は、下側取付部５２を介して下枠３２の上面（見込面）に固定される。
下側気密材４２は、戸体１０下部と下枠３２の隙間を埋めるように下枠３２の左右方向の
略全域に設けられる。
【００１９】
　図３は、本実施形態の建具１の横断面図であり、図１のＢ－Ｂ線断面図である。図３に
示すように、吊元側の縦枠３３には、見付方向の戸先側に延出する吊元側取付部５３が形
成される。吊元側取付部５３は、縦枠３３の長手方向（上下方向）に延びる板状に形成さ
れており、屋外側の面に吊元側気密材４３を嵌合するための嵌合溝５３１が形成される。
【００２０】
　吊元側気密材４３は、吊元側取付部５３を介して縦枠３３における戸先側を向く面（見
込面）に固定される。吊元側気密材４３は、戸体１０の吊元側の端面と縦枠３３の隙間を
埋めるように縦枠３３の上下方向の略全域に設けられる。
【００２１】
　戸先側の縦枠３４には、見付方向の吊元側に延出する戸先側取付部５４が形成される。
戸先側取付部５４は、縦枠３４の長手方向（上下方向）に延びる板状に形成されており、
屋外側の面に戸先側気密材４４を嵌合するための嵌合溝５４１が形成される。
【００２２】
　戸先側気密材４４は、戸先側取付部５４を介して縦枠３４における吊元側を向く面（見
込面）に固定される。戸先側気密材４４は、戸体１０の戸先側の端面と縦枠３４の隙間を
埋めるように縦枠３４の上下方向の略全域に設けられる。
【００２３】
　上側気密材４１、下側気密材４２、吊元側気密材４３及び戸先側気密材４４の４方に配
置される気密材によって、戸体１０閉鎖時における戸体１０と枠体３０の隙間が埋められ
ている。また、これらの気密材のうち、上側気密材４１、吊元側気密材４３及び戸先側気
密材４４の近傍には、上側加熱発泡材６１、吊元側加熱発泡材６３及び戸先側加熱発泡材
６４がそれぞれ配置される。
【００２４】
　次に、蝶番７０について説明する。図４は、本実施形態の蝶番７０及び戸体１０の調整
プレート９０を示す図である。図４に示すように、蝶番７０は、枠体３０側に固定される
枠体側羽根板７１と、枠体側軸体８１と、戸体１０側に固定される戸体側羽根板７２と、
戸体側軸体８２と、芯棒７３と、スペーサ７５と、を備える。
【００２５】
　枠体側羽根板７１は、その平面部分に、取付ネジ（図示省略）を挿通する取付孔８５が
４箇所（複数）形成される。この取付孔８５を通じて枠体側羽根板７１が吊元側の縦枠３
３の見込面に固定される。
【００２６】
　枠体側軸体８１は、枠体側羽根板７１の端部に配置され、芯棒７３が固定される。枠体
側軸体８１の下面には下義星８６が取り付けられる。
【００２７】
　戸体側羽根板７２は、その平面部分に、取付ネジ（図示省略）を挿通する取付孔８７が
４箇所（複数）形成される。この取付孔８７を通じて戸体側羽根板７２が戸体１０の端面
に固定される。本実施形態では、戸体側羽根板７２は、戸体１０の閉鎖位置において吊元
側となる端面に固定される調整プレート９０を介して戸体１０に固定される。調整プレー
ト９０には、戸体側羽根板７２を締結する際に取付ネジを挿通するための切欠き９５が複
数形成される。
【００２８】
　戸体側軸体８２は、戸体側羽根板７２の端部に配置され、芯棒７３の先端が挿入される
挿入孔８９が形成される。戸体側軸体８２の上面には上義星８８が取り付けられる。
【００２９】
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　芯棒７３は、蝶番７０の回転軸芯であり、ローレット加工された部分が枠体側軸体８１
に圧入固定されている。
【００３０】
　スペーサ７５は、リング状の部材であり、その貫通孔に芯棒７３が挿通された状態で枠
体側軸体８１と戸体側軸体８２の間に配置される。このスペーサ７５によって蝶番７０の
高さ調節が行われる。
【００３１】
　図５は、本実施形態の枠体３０が備える縦枠３３、戸体１０及び蝶番７０の位置関係を
示す拡大縦断面図である。図５では、戸体１０が閉鎖位置にある状態が示されている。
【００３２】
　図５の平面視に示すように、戸体１０の屋外側の表面１０ａ（戸体１０の表面材の外側
面）を延長した仮想直線Ｌ１に枠体側軸体８１及び戸体側軸体８２が重なるように蝶番７
０が配置される。本実施形態では、枠体側軸体８１及び戸体側軸体８２の屋内側の部位が
、見付方向で閉鎖位置の戸体１０に重なりつつ、蝶番７０の回転中心は仮想直線Ｌ１より
も屋外側に位置する配置となっている。また、縦枠３３の屋外側の端面よりも屋内側に位
置している。
【００３３】
　枠体側羽根板７１は、枠体側軸体８１の屋内側を向く部位の中央から見込方向の屋内側
に延びるように形成されている。本実施形態では、枠体側羽根板７１は、蝶番７０の回転
中心Ｏを通る見込み方向の仮想的な直線Ｌ２に重なる位置に形成される。
【００３４】
　戸体側羽根板７２は、閉鎖位置において回転中心を通る仮想的な直線Ｌ２には重ならな
いように戸体１０側に位置している。本実施形態の戸体側羽根板７２は、戸体側軸体８２
の外周面から接線方向に延びており、戸体側軸体８２の外周面と戸体側羽根板７２の戸体
１０側の面が途切れることなく連続している。
【００３５】
　枠体側羽根板７１と戸体側羽根板７２は、平面視において間隔ｄ１をあけた平行な位置
関係となっている。また、閉鎖位置において、枠体側羽根板７１の屋内側の端面と、戸体
側羽根板７２の屋内側の端面の位置が揃うように枠体側羽根板７１及び戸体側羽根板７２
の長さが設定されている。
【００３６】
　以上説明した実施形態の建具１によれば、以下のような効果を奏する。
　建具１は、枠体３０と、枠体３０の内側に配置される戸体１０と、枠体３０側に取り付
けられる枠体側羽根板７１及び枠体側羽根板７１に回転可能に連結されるとともに戸体１
０に取り付けられる戸体側羽根板７２を有する蝶番７０と、を備え、戸体１０が閉鎖位置
にある状態の平面視で、戸体側羽根板７２は、枠体側羽根板７１に対して間隔を開けて平
行に配置され、見付方向で蝶番７０の回転中心Ｏよりも戸体１０側に位置する。
【００３７】
　これにより、枠体側羽根板７１に対して戸体側羽根板７２が間隔ｄ１離して配置される
ので、戸体側羽根板７２における戸体１０を取り付ける部位がそれだけ戸先側に移動する
ことになる。従って、閉鎖位置における戸体１０の吊元側の端面から縦枠３３の端面まで
の距離ｄ２を大きく確保することができ、吊元側の縦枠３３と戸体１０の間に生じる隙間
（チリ）を大きくできる。また、従来の蝶番に比べ、戸体側羽根板７２における戸体１０
を取り付ける位置を戸体側軸体８２寄りにすることができるので、戸体１０を開いたとき
の有効開口も広くすることができる。なお、本実施形態における有効開口は、平面視にお
ける戸先側気密材４４の見込面と、閉鎖位置から９０度開いたときの戸体１０の戸先側を
向く面１０ｂとの見付方向の距離Ａである（図３参照）。
【００３８】
　蝶番７０は、枠体側羽根板７１に設けられる枠体側軸体８１と、戸体側羽根板７２に設
けられ、枠体側軸体８１に回転可能に連結される戸体側軸体８２と、を有し、戸体側羽根
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板７２は、戸体側軸体８２の外周面から延出し、戸体側軸体８２は、戸体１０の吊元側の
面よりも枠体３０側に位置する。
【００３９】
　これにより、蝶番７０の配置位置を屋内側に下げても戸体側軸体８２が戸体１０に干渉
しなくなるので、戸体側軸体８２の位置を屋内側にしてより、有効開口を広くすることが
できる。
【００４０】
　戸体側軸体８２は、その一部が、平面視で閉鎖位置の戸体１０の表面１０ａよりも裏側
に位置する。
【００４１】
　これにより、戸体側羽根板７２の長さを短くして戸体１０の取付位置を戸体側軸体８２
側に位置させることができ、有効開口を更に拡げることができる。また、蝶番７０の外側
への突出量が少なくなるので、建具１全体のデザイン性も向上させることができる。
【００４２】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、上述の実施形態に制
限されるものではなく、適宜変更が可能である。次に、上記実施形態の変形例について説
明する。なお、以下の説明において上記実施形態と同様の構成については同じ符号を付し
てその説明を省略することがある。
【００４３】
　第１変形例について説明する。図６は、第１変形例の建具２０１を屋外側から見た姿図
である。図６に示すように、第１変形例の建具２０１は、戸体２１０の表面に化粧材２２
０が設けられる。
【００４４】
　図７は、第１変形例の建具２０１の横断面図である。図７に示すように、化粧材２２０
が戸体２１０の表面２１０ａにおける略全面に取り付けられており、戸体２１０の吊元側
の端面まで達している場合であっても、本実施形態の蝶番７０であれば、戸体側軸体８２
が化粧材２２０に干渉することがない。従来の蝶番では、戸体側羽根板が吊元側にあるた
めに、戸体側軸体が戸先側にせり出し、当該戸体側軸体が干渉して化粧材２２０を吊元側
まで配置することが難しい。本変形例の構成によれば、蝶番７０を化粧材２２０に干渉さ
せることなく従来よりも屋内側に戸体側軸体８２を配置することができるので、有効開口
を大きく確保しつつ、戸体２１０の化粧材２２０の自由なレイアウトを実現して意匠性を
向上させることができる。
【００４５】
　第２変形例について説明する。図８は、第２変形例の枠体が備える縦枠３３、戸体１０
及び蝶番３７０の位置関係を示す拡大縦断面図である。図８に示すように、第２変形例の
蝶番３７０は、戸体側軸体８２（枠体側軸体８１）が、戸体１０の屋外側の表面１０ａを
延長した仮想直線Ｌ１よりも屋外側に位置するように配置される。
【００４６】
　第２変形例では、平面視において、枠体側羽根板３７１及び戸体側羽根板３７２の長さ
が、上記実施形態よりも長くなっている。上記実施形態と異なり、戸体側軸体８２（枠体
側軸体８１）が、仮想直線Ｌ１よりも屋外側に位置するように配置しているが、枠体側羽
根板及び戸体側羽根板が中心で重なるような従来の構成に比べ、閉鎖位置における戸体１
０の吊元側の端面から縦枠３３の端面までの距離ｄ２を大きく確保することができる。
【００４７】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、上述の実施形態に制
限されるものではなく、適宜変更が可能である。例えば、上記実施形態及び変形例では、
何れも戸体側軸体８２の外周面から戸体側羽根板７２が延び出るように構成されているが
、外周面よりも吊元側であっても戸体側羽根板が戸体側に離れておればよく、その構成は
適宜変更することができる。
【符号の説明】
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【００４８】
　１　建具
　１０　戸体
　１０ａ　表面
　３０　枠体
　３３　縦枠（枠体）
　７０　蝶番
　７１　枠体側羽根板
　７２　戸体側羽根板
　８１　枠体側軸体
　８２　戸体側軸体
　２０１　建具
　２１０　戸体
　２１０ａ　表面
　３７０　蝶番
　３７１　枠体側羽根板
　３７２　戸体側羽根板

【図１】 【図２】



(8) JP 6872860 B2 2021.5.19

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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